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このまちで暮らす誰もが、自分の人生に希望を持ち、あらゆる分野の活動に参加し、

さまざまな選択肢の中から自分の意思で自分の生き方を決定する権利を持ってい

ます。この権利は、すべての市民が障がいと社会的障壁との関わりによって生じる

不便・不利益について理解し、障がいのある人に対する不当な取り扱いを見過ごさ

ず、障がいがあってもそれを意識することなく、堂々と社会活動に参加できる機会

を数多く創り出していくことで誰もが等しく享受できるものです。 

これまで、障がいの有無や障がいの種類の違いなどが市民同士を分け隔てる垣根と

なり、お互いを知る機会が限られてきたことが、お互いに声を掛け合うことへの遠

慮につながったり、障がいについての無理解や誤解による差別的な取り扱いの解消

を阻んできました。 

 

互いの違いを認めあい、共に助け合って暮らす「共生」の社会は、誰もが理想的な

社会のあり方として共感するものです。このまちでの生活をより豊かにしつつ、未

来へとつなげていくのは地域に関わる私たち市民にほかなりません。障がいのある

人が自ら発信することは、私たちに多くの気付きを与え、共生の社会へと前進する

大きな力となります。私たち一人ひとりが日々の暮らしのなかでお互いを信頼し、

お互いにとって何が必要かを考え、自分ができることを主体的に行うことが、豊か

な共生社会につながる大きな流れとなっていくことを確信しています。 

 

いま、私たちは一人ひとりの人格や尊厳（人がそこにいることそのもの）が大切に

され、だれもが輝いて生き、幸せになるためになすべきこと、守ることを決めまし

た。このまちが私たち長岡京市民のかけがえのない住処であり続けることを目指し

て、ここに条例を制定します。 

 

【追加資料４】 

（委員提出資料） 

コメント [n1]: 「障がいあっても、それを

意識しない」の主語は障がいのある人なの

か、ない人なのか、どちらの意図で書かれ

ていますか？また、「堂々と社会活動に参

加できる機会」は、「数多く」ではなく、

すべての場面で障害のない人と同等に参

加の機会があるべきものと考えます。誰も

が等しく社会参加ができた後に、『同等に

できていたので気付かなかったけどそう

いえば、あなたには障がいがあったんです

ねえ。』『同等にできていたので気付かなか

ったけど、そういえば、私には障がいがあ

ったんだ』と気づくという順序になるのが

理想的だと思います。「この権利は、」から

始まる一文は、なお一考が必要と思います。 

コメント [n2]: 「たり」は、同類の動作・

状態が繰り返し起こる意を表し、『～たり、

～たり』というように繰り返して使うのが

通常だと思います。よって、ここは「つな

がり、」とするか、「つながるとともに」と

するか等、修正が必要だと思います。 

コメント [n3]: 第 5回会議案の第 5条 2項

の条文を、第 6回会議修正案において第 9

条へ移した条文は、元々の意図していたこ

とが弱くなってしまったように感じまし

たので、これを前文に入れたらどうかと思

い、この文章を入れてみました。 


